
伊 方 訴 訟 ニユー ス
第 7号

1974年 3月 ll日

伊 方 行 政 訴 訟 を 支 援 す る

を大量に生み出す」ことにあるという主張を

認めるかという間に対し,「核分裂生成物 ,

プルトニクム等の放射性物質を産み出すこと

は認める」と答え,肝心の毒性や産出量につ

いては ,空とはけている。また 。使用済燃料

の再処理の必要性を認めるかと問うたのに対

し,「燃え残りのクラン及びブル トニクムを

回収することは必ずしも経済的に引き合うと

は限らず」原発の経済性と関係ないと云いな

がら,「再処理を行う主たる理由は,資源の

有効利用を図ることにある」と,わけのわか

らないことをのべてごまかそうとしている。

さらに ,ごまかしの度がすぎて ,あ ちらこ

ちらで ,見えすいたクソを平気でのべている。

使用済燃料の再処理は ,操作そのものや
=境

へのタレ流 しの大さで ,き ゎめて危険なもの

であるということは常識となっているのに ,

その事実を否認し,一方で,「近い将来にお

いて」タレ流しは「原発の場合と同程度にな

るものと考えられる」と,現状を認めながら

希望的予測でごまかしている。また,「突然

変異により生じたいわゆる好ましくない遺伝

子は,次第に集団中から消滅するものである」

と云 ったり,ECCSの 蓄圧注入系からの注

入水が原子炉に入らないのは,「破断した配

会 …Ⅲヽ
“

V

‐

(ごまかし)と (居直り)い っそう明白に

国側 第 1回 準備書 面 を提 出

さる2月 28日 ,第 1回公判での取りきめ

に従って ,国側は準備書面を松山地裁に提出

し,訴状の各項目についての認否を求めた原

告側の準備書面に答えてきた。それは本文

42頁に ,表や式からなる 15項 目の附録を

つけた大部なもので ,さ きに提出された答弁

書と同様に ,なみなみならぬ決意と体制で取

りくんでいる科学技術庁原子力局の必死の姿

勢が うかがえる。原告側が提示した認否請求

52項目 ,お よび質問 32項目のすべてにつ

いて ,一応 ,何らかの回答がよせられてきて

いる。 しか し ,その内容は ,予想されていた

以上のものではなかった.原告側の準備書面

は
・ 国側の答弁書が ,さ り気なくふれなかっ

た事項について認否を追っていたが ,明白な

事実を除いて ,云いのがれに終始していると

いえる。そして ,ど うしても,云いのがれや

ごまかして通り抜けられないと観念 した事項

については ,居直りや ,対象外の問題である

として切りすてる姿勢を明白に打ち出してき

ている。以下に ,こ のような国側の態度が端

的にあらわれている ,い くつかの例をあげて

おこう。

原発の危険性の根源が「極めて毒性の強い

「死の灰」やブルトニクムなどの放射性物質
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管側に接続されている書圧注入系からの注入

水が,すべて破断口から流出する」からであ

ると,全 く,ア メリカでの実験結果を理解し

ていないとしか云いようのないことをのべた

りで ,この準備書面作成スタッアの知識の程

度をさらけ出している。

ごまかし切れないために 。居直っていると

ころも多いが ,その最たるものは ,原子力三

原則の評価である。答弁書においては ,「原

子力基本法二条 (自主 ,民主 ,公開の三原則 )

は 。他の原子力関係法令の制定 ,適用につい

ての指針の意義を有するものである」と認め

ておきながら ,伊方原発設置許可までの過程

は ,三原則に違反 しているのではないかとい

う原告側の追及に窮するや ,「原子力三原則

とよばれる基本方針は 0規制法 24条による

原子炉設置の許可手続も規定している」とい

う原告側の主張や ,「原子力委員会が地域住

民の利害や意見を調査する前提手続として右

知識,情報を普及さすべき法的義務がある」

という主張に対して。「争う」とのべ,原子

力三原則は ,住民参加と関係ないという居直

りの姿勢をむき出しにしてきている.

また,ごまかしされない時には,居直りと

ともに,「そんなことはこの裁判の対象外の

問題である」と,一方的に切りすてるという

態度を ,一そう鮮明にしてきている。たとえ

ば保内町の取水問題について 。海水淡水化方

式に変更したから関係ないとして認否そのも

のを否定したり,原発からの放射性廃楽物の

最終処理や 。使用済燃料の再処理法 ,さ らに ,

温排水の被害■査などは 。安全審査の対象外

で審査はやらなかったとうそぶいている。

今回の日側の準備書面によって ,原告側が

期待していた通り。彼我の見解の相違点は 9

かなりはっきりしてきたといえる。行政側の

安全性に対する基本的な考え方 ,さ らには ,

住民の意志を無視し ,企業と一体となってい

る姿勢を ,一そう明白にさせるために ,第 2

回公判 (3月 28日 )に向けて ,原告団 ,弁

護団および協力研究者集国の合同作業が進行

中である。 (なお 0日側の準備書面は ,第 2

回公判後に作成予定の資料 3にのせることに

していますが ,それまでに検討されたい方は ,

事務局までご連絡下さい。 )

(強制執行停止決定)闘い取る

一― 伊方「 土地裁判」――         し

前号で報告したように ,さ る2月 2日 ,松  ぞれ供託するときは ,前示判決正本に基づく

山地裁は全 く一方的な判決を下した。これに  強制執行は ,前示控訴事件の終局判決をなす

対し,「被告」の田村,久保の面氏は,高松  に至るまで,これを停止する」

高裁に控訴を提起 し,同時に判決に含まれて   行政裁判がようやく始った段階で ,一方で

いた強劇執行の停上の申立てを行った。 さる  四電に原発建設促進をそそのかすような判決

2月 21日
・高松高裁第 4部の合田裁判長は , を出した松山地裁の暴走に ,一応の歯止めが

この申立てを認め .つ ぎの決定を行った。   かけられたという点で ,今回の決定の意義は

決 定 主 文 大きし、それとともに,「土地裁判」と「行

「申請人らは各自保証として金5万円をそれ  政裁判」を伊方訴訟斗争の面輪として,お互
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し

に相補って行くための,体制と戦術の強化が

一そう重要になるだろう。なお,「土地裁判」

の梶村 ,梶本百陪席裁判官は,と もに「行政

裁判」にも参加している事実と,判決文の

「主文」とを報告しておこう。

判 決 主 文

l.被告田村好太郎は ,原告 (注 :四電 )

伊方原発反対八西連絡協議会を中心に住民 ,

愛媛地評 ,支援学生約 150名は県知事に伊

方原発の建設中止の申し入れをするため2月

26日 県庁を訪れた。

県民談話室で意志統一のあと西日寺秋重連

絡協副会長が「 県民のため公正であるべき知

事は ,四電の伊方原発建設にあたり,漁業権

放楽 ,里道の用途廃止等でみられるように ,

四電と完全にゆ着し9-方地元住民に対して

は反対は一握りであるとか ,無知だから反対 、

する。といって住民をさげすんできれ

今日,各地の原発で運転中の事故が相つい

ており更に伊方原発の基礎調査は ,汚職とね

つ造で有名な日本分析化学が行なっているこ

となど伊方原発の安全性は地元住民が信頼し

納得できるものではなし、 県民の生活と生命

を預る立場の知事として速やかに原発建設を

中止せよ」との要求書を読み上げ確認し三階

知事室へ面会を求めた。

しかし,自石知事は上京中 ,副知事も庁外

で会議中のため帰庁は午後 2時なので ,それ

まで商工労働部長が会う。 (数分後部長も不

在だと判る )

直接責任者と会うまでこの場で待つほかな

伊 方 原 発 の建 設 中止 を求 め

県 庁 で 座 り込み

に対 し,別紙目録 (1)記載の土地をその地

上立木を収去して引渡せ。

2.被告久保与十―lま ,原告に対し ,別紙

目録 (2)記載の土地を引渡せ。

3.訴訟費用は被告両名の負担とする。

4.こ の判決は仮に執行することができる。

い。担当課長と会っても仕方がない。と副知

事室前の廊下に座り込んだ。

庁内は県幹部職員等が住民の座り込んでい

る廊下を遠まきにして成り行きを見守ってい

ます。県は庁舎管理規則をたてに午後 1時前

第 1回の退去通告を発してきました。県の要

請で警察は警備課長 ,署員を配し何時でも排

除できる態勢をとっています。

座り込み中でも副知事前で「県知事が親な

ら県民は子供である。親と子がなぜ会えない

のか」「どんな小さな会議でも出席するのに

私たちとはどうして会わないのか」と怒号の

中で県職員 ,警備員の間で小ぜり合いとなり

ます。

庁舎管理責任者にも「 住民は争いにきたので

はなく話し合いにきている。副知事が帰るま

で待つのにどういうことで悪いのか規則の条

項で具体的に例を明示 してもらぃたい」これ

に対し県側は支障があります。の一点張りで

何一つ答えず っただ時間を費やすのみです。

副知事も帰る気配もありません。連絡も受

けておりもうとっくに会議も終り会場はでて

いるのに・・・ 県は逃げの一手で住民の声を

聞こうとする姿勢は,片 もありません。

立
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二回日の退去通告で小ぜり合いの最中 ,私服

警官が写真を撮っており学生ともみ合い庁外

数百メー トルまで警官を追いかける一幕もあ

り住民の感情も高ぶってきた。

こうした中で県は再度退去命令を発したた

め「まだ副知事と会うということで話し合い

を続けている最中である」と激しくつめ寄る。

警察はこれ以上長びけば不退去罪になると警

告し排除の構えを敷く。協議会の指示で不満

をぶつかけ一応庁外へ過去する。

夕方から県庁前で座り込みが始まった。

八幡浜の座り込みと違い県庁 ,そ して県警本

部の目の前の行動です。用意したテントは翌

早朝 ,道交法違反だとして暑員 50名 もの大

動員をかけ撤去された.しかし学生たちによ

る高さ150cm,巾 2m以上にも及ぶ大看板

が据えられ県都松山の中心で道行く県民にこ

れほど目につく所はないてしよう。

今回の建設中止の申し入れそのものは不発

に終りましたが県に及ぼした影響は大きく ,

今後は動員が可能であれば波状攻撃をかける

必要があると思います。

世論に対し知事自ら会わなくてはならない

ようにするためにも000

(支援する会会員 )

幹部らしい人々の真剣な発言を ,10数名の

青年たちが後を田んで熱心にきき入っている

のには打たれました。あと先見ずに飛びこん

だ私もその中で伊方の斗いというものが浸み

こむようにわかって来たのです。

その時話し合われたうちで ,去る 18日 富

田という原子力発電建設所々長の誠意のない

回答を不満とした住民たちが ,鉄間を越えて

なだれ込み機動隊に暴力で排除された件と ,

里道斗争についての二つが深く教えられまし

た。鉄門を越えるとい う非合法の是非につい

ては ,「非合法いうのは向うの都合が悪いと

いうことで ,要するに力関係じゃけん
・やる

べき時にはやってこちらの意気を盛りあげる

ことが大切や。行為だけをぬき出して判断す

ることは間違っているQlと いう発言。里道斗

争では座り込みなど重ねた結果 ,里道の復旧

を約束させ ,道の上に建てた現場事務所や飯

四斗俵をかつげたら五斗俵

―
伊 方 原発阻 止斗争 のねば リー ー

八幡浜駅前のタクシーは四電前の座り込み

している所といったらすぐその前までつれて

いってくれました。場所は玄関前ときいてい

たから軒下かと思っていたのに ,なんのなん

の ,ビシャリと閉めて針金でがんじがらめの

鉄門の前の道路なのにまづむらむらと会社に

対する怒 りがこみあげて来ました。雪の日も

風の日もあるのに―― 。

時刻は午後 5時を廻っていましたから ,座

り込みの女の人違は引き上げて ,年輩の男の

方と学生たちが大きな金だらいのような火鉢

代用 2個のまわりにたき火を囲んでいました。

今日でまる 15日 間の座り込みと云うのに

濃刺としていて ,慰間どころか尋ねられてナ

イキの斗争など話すのが恥かしい位でした。

連れられて夜の懇談会を傍聴しました。大

阪から来られた 3名の弁護士を田んで活漫な

質問討論がありました。10名動 りヽの年輩の
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し

し

場など取りのけさせることに成功したけれど ,

その先にデンと居すわった原子炉の円陣はい

くら里道の上にあるといってものけないだろ

う。だったら今までの里道の斗争は本来の目

的から外れているのではないかとい う問題で

す。「 それは原発阻止という本来の道すじか

ら外れてることはわかるで。それでもわしら

若い時米依をかつぐのに ,や っと4斗俵がか

つげるようになったら ,よ しこんどは 5斗依

やと思った.斗争もそれと同じで一つ一つ積

み重ね 。あれこれより合わせていかなければ

力も自信もつかんのとちがうか。座り込みは

座り込み ,里道は里道てとことんやり抜かな ,

裁判斗争や云うて住民が手えつかねていたら

あかん。ナァ先生D」

宿をとってくれると云うのを断って座 り込

みの人たちや ,八幡浜の町民の人たちとの話

の輸の中にはいりました。「 オンは電力危機

のこの際やっばり原発は賛成やQlと 云い張る

著者を ,あすは 3時に出漁やと云いながら必

死になって説得する頼もしい若者もあり ,入

れ代り立ち代りねむくなる間もありません。

翌日は午前中九町の現場に案内して貰い ,

瀬戸内ではここだけ残っているという美しい

海と ,見事に作られた段々畑を無残につぶし

て行く工事に胸の炎をあふられる思いてした。

午後は座り込みの女の人たちと―緒におし

2月 21日 午后2時から,水戸地裁で,「

東海2号原発反対行政訴訟」の裁判が始った.

開廷前から,「傍聴制限はけしからん」とト

ラブルが起った。「傍聴席があいているのに

入れないとは何ごとだ」と中からも抗議の声

が上がり,裁判所側も制限しすぎたことを認

日本原電東海 2号原発反対行政訴訟に参加 して

ゃべ りをしました。「 うちらはな ,何 も欲得

てしてるんやない。孫子の末まで害を残さん

ようにと思う一念や。会社が悪かったとあや

まらなんだら50日 が 100日でも座るで。そ

りゃまあ女は忙 しい。座り込むより内職すれ

ば金になる。けんど忙しいゆうてはっとくわ

けには行かん。金にならんでもせんならんき

に。

今 日は私ら九町のもんの当番ですけどな ,

八西連ちゅうて三崎や瀬戸などの人違と代り

ばんこにしてますよって ,そのつもりになっ

たら大したことありません。ここへ座ってた

ら通 りがかりの人らも声かけてはげましてく

れますきにQlあ とは賑やかに昼めしのうどん

やラーメンの品定めです。

4時が来て女の人たちが帰っていく頃には

その日のビラが刷れて来て ,学生たちと一緒

にビラまきをしました。

斗う住民の人たちと応援の学生たちとビッ

タリ息が合っている。力強い斗いの中から抜

けて帰るのがとてもつらく思いました。

(支援する会会員 関久子 )

(なお ,四電営業所前での座り込みに対し

さる 2月 20日 に,四電の要請を受けた裁判所

の執行吏が ,住民の激しい抗議行動の中で ,

テントや旗などを撤収し,住民側は 40日 間

に及んだ抗議行動を一応打ち切った。)

め追加を認めた。石崎裁判長が着席すると ,

新口社のフラッシュが激しく光る。これまで

写真をとらせたことのない裁判長だったそう

で ,そ れだけ ,こ の裁判の持つ意味の大きさ

を感 じているのだろう。司法修習性も2人ば

かり横で傍聴していたのも,日を相手の重要
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な行政裁判であるからだろう。

まず ,矢田部弁護団長が ,こ の訴訟を起す

に至った経過をのべた後 ,原告団を代表して

寺沢さん ,相沢さん ,塩谷さんの 3人が ,堂

々と ,国の不当性をするどく追及 し,訴訟に

当っての決意と ,正義は我々にあるというこ

とを強く主張した。永年にわたる苦しい斗い

をふまえ0「この裁判はあくまで住民の為に

あるべきであり,公正な裁判であってほしし」

とのべる原告の切々として自信にみちた言葉

に。私も伊方裁判での緊張を思い起していた。

原告の陳述後 0矢田部 ,宮沢面弁護士から

こんこの公判の計画がのぺられた。「 今日は

原告の決意表明のみとし,訴状は次回にした

い」と弁護士が云うと,国側は「それじや困

る。もっと早くしてくれ」とビックリ。「時

間が 2時から3時 という予定で ,も うすぎて

いるから」 とい うことで ,国 も次回に訴状を

読むことを認めた。伊方と東海とを組み合せ

てやっていきたいという国側は ,ペースの く

ずれるのにオタォタしたのがよくわかる。「

書面によらず ,で きるだけ回頭て裁判を進め

たし」 という原告側のこんこの裁判の展開が

面白く行きそうである。伊方では ,日 程をで

きるだけ遅らそうとしている国が ,東海では

できるだけ早くしようと焦っているのが面白

い。住民運動は ,各地各地の独自性の上にあ

る。それを ,同 じパターンでとらえようとす

る日側は ,き っとポロを出すことだろう。

公判後 ,裁判所の庭で報告集会を持った。

小林さん (社会党県本部 )の司会で ,原告 ,

弁護士が ,そ れぞれ ,胸をはって報告する。

伊方行政訴訟原告団代表の川口さん ,それに

兵庫県浜坂町の火力・ 原子力反対町民協議会

からの激励電報も読みあげられ ,拍手を受け

た。伊方の公判の時もそうだったが ,各地か

らの激励文は ,涙がこばれる程 ,う れしい気

持にさせられる。各地で斗っている人 の々思

いが我 の々思いと同じなのだと連帯感で一杯

になる。伊方行政訴訟を支援する会からも「
東海―伊方の斗いは重要だ。ともに車の面輸

となってがんばりましよう。支援の輸を更に

広げ ,お互に助けあい ,は げまし合って勝利

を勝ちとりましよう」とあいさつを送った。

水戸は梅のシーズン.春を思わせるような

暖い日ざしだった。「 原告 ,弁護団 ,支援の

会が ,勝利のために,丸となって斗うことし

かないのだ」と,決意をあらたにして帰路に

て)い た .

(伊方訴訟を支援する会会員 )

('t g, z,/rl-'7 4 r g,/6>会計報告

収入

会 費

カンパ

前月より繰越

78。 400

24,400

3730461

計

支出

ニュース代

原告団旅費補助

為替手数料

郵送料

会場費

事務用品

資料費

476,261

60000     
ク`

30,000

030

2,575

8,400

4,710

270

計

繰越金

52,885

423,376


